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規 則 
 

 亀岡市公印規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

   平成２７年８月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第２７号 

 

亀岡市公印規則の一部を改正する

規則 

 

 亀岡市公印規則（昭和３０年亀岡市規則第６

号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表３０の項中「訂正」の次に「及び障害福

祉関係の公簿による証明」を加える。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の保育料に関する条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２７年８月２０日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第２８号 

 

亀岡市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の保育料に関す

る条例施行規則の一部を改正する

規則 

 

 亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の保育料に関する条例施行規則（平成 

２７年亀岡市規則第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 別表の１の表中「除き、市町村民税非課税」

を「除く当該年度分（４月から８月までにあっ

ては、前年度分。以下同じ。）の市町村民税非

課税」に、「除き、市町村民税課税」を「除く

当該年度分の市町村民税課税」に改め、同表の

２の表及び３の表中「除き、市町村民税」を

「除く当該年度分の市町村民税」に、「除き、

前年度分」を「除く当該年度分」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市告示第１６７号 

 

 亀岡市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱を

次のように定める。 

 

   平成２７年８月４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市防犯カメラ設置事業補助金

交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市長は、安全・安心のまちづくりのた

めに、街頭犯罪の防止を目的に、自治会等が

行う地域の防犯活動の一環として防犯カメラ

を設置する事業に要する経費について、亀岡

市補助金等交付規則（昭和４１年亀岡市規則

第５号。以下「規則」という。）及びこの要

綱に定めるところにより予算の範囲内におい

て補助金を交付する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 防犯カメラ 地域の防犯活動のために継

続的に設置するカメラで、次に掲げる要件

の全てを満たすものをいう。 

ア 公道等を撮影するもので、撮影される

画像において道路、公園その他不特定多

数の者が利用する場所が概ね２分の１以

上を占めていること。 

イ 犯罪の防止を目的に設置されたもので

あること。 

ウ 画像の表示装置又は記録装置を備える

ものであること。 

エ 「防犯カメラの管理・運用に関するガ

イドライン」に基づく防犯カメラ管理運

用規程が定められ、又は事業開始までに

定められる見込みがあること。 

⑵ 自治会等 各町住民の総意により結成さ

れた自治組織として、市長が認めた自治会、

区等をはじめ、一定の地域を基盤に活動を

行う防犯組織で、次に掲げる要件の全てを

満たすものをいう。 

ア 一定の地域を基盤とし、地域に根ざし

た活動をしていること。 

イ 活動を行う地域の多数の世帯・住民で

構成されていること。 

ウ 活動を行う地域の世帯・住民が自由に

加入できること。 

エ 規約及び代表者を定めていること。 

 （補助対象経費） 

第３条 補助金の交付対象となる経費（以下

「補助対象経費」という。）は、自治会等が

設置する防犯カメラの設置に係る経費で、次

の各号に掲げるものとする。ただし、京都府

防犯カメラ設置補助金と併用する場合は、そ

の助成額を除いた額を補助対象経費とする。 

⑴ 映像撮影機器（カメラ）、映像表示機器

（モニター）、映像記録機器（ハードディ

スクレコーダー等）又はその他の防犯カメ

ラシステムを構成する機器の購入に要する

経費 

⑵ 前号に規定する機器の取付け又は設置工

事に要する経費 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費に２分の

１を乗じて得た額（千円未満の端数があると

きは、これを切り捨てた額）とし、防犯カメ

ラ１台につき５０，０００円を限度額とする。 

２ 同一の自治会等が、一の年度において交付

を受けることができる補助金は、防犯カメラ
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３台分を限度とする。 

 （交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする自治会

等（以下「申請者」という。）は、亀岡市防

犯カメラ設置事業補助金交付申請書（別記第

１号様式。以下「交付申請書」という。）に

関係書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

 （補助金の交付決定） 

第６条 市長は、交付申請書を受理したときは、

当該申請に係る補助金交付の適否を審査し、

亀岡市防犯カメラ設置事業補助金交付決定通

知書（別記第２号様式）又は亀岡市防犯カメ

ラ設置事業補助金不交付決定通知書（別記第

３号様式）により当該申請者に通知するもの

とする。 

 （事業完了報告） 

第７条 前条の規定による補助金の交付の決定

を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、事業の完了後３０日以内又は交付決定を

受けた日の属する年度の３月３１日のいずれ

か早い日までに亀岡市防犯カメラ設置事業完

了報告書（別記第４号様式。以下「完了報告

書」という。）に関係書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

 （補助金の額の確定） 

第８条 市長は、完了報告書を受理した場合に

おいて、当該報告に係る書類の審査及び必要

に応じて行う実地調査等により、その補助事

業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれ

に付した条件に適合すると認めたときは、交

付すべき補助金の額を確定し、亀岡市防犯カ

メラ設置事業補助金交付確定通知書（別記第

５号様式）により、当該補助事業者に通知す

るものとする。 

 （補助金の請求及び交付） 

第９条 前条の規定による確定通知を受けた補

助事業者は、亀岡市防犯カメラ設置事業補助

金請求書（別記第６号様式）を市長に提出す

るものとする。 

２ 市長は、前項の規定により請求を受けた場

合には、当該補助事業者に対し、補助金を交

付するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、補助事業者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交

付を受けたとき。 

⑵ 補助金の交付決定に付した条件に違反し

たとき。 

 （補助金の返還） 

第１１条 市長は、補助金の交付決定を取り消

した場合において、当該取消しに係る部分に

関し既に補助金が交付されているときは、期

限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

 （財産の管理） 

第１２条 補助事業者は、当該事業により取得

した財産について、善良な管理者の注意を 

もって管理するとともに、補助金の交付の目

的に従って、その効果的な運用を図らなけれ

ばならない。 

 （財産処分の制限） 

第１３条 補助事業者は、補助事業により取得

した防犯カメラを市長の承認を受けないで、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し

てはならない。 

 （その他） 

第１４条 この要綱の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 
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１
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第
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条
関
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市
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
事
業
補
助

金
交
付

申
請
書
 

（
宛
先

）
亀
岡

市
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 

 
月
 

 
日
 

申
請
者

の
住
所

又
は
所

在
地
 

〒
 
 

－
 

申
請
者
の
組
織
名
称
及
び
代
表
者
氏

名
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
㊞
 

 
電

話
番
号
（
 
 
 
 
）
 
 
 
－
 

  
亀
岡

市
防
犯

カ
メ

ラ
設
置
事
業
補

助
金

交
付
要

綱
第

５
条
の

規
定
に

よ
り

補
助
金

の
交
付

を
申

請
し
ま

す
。
 事

業
総

額
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
円
 

交
付
申
請
額
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
円

設
 
置
 

事
業
者
 

名
 

 
称
 
 

所
 
在
 
地
 
〒

 

連
 
絡
 
先
 
 

設
置
に
 

関
す
る
 

事
 
項
 

台
 

 
数
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
台
 

所
 
在
 
地
 
〒

 

亀
岡
市
 

完
了

時
期
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
年

 
 
 

月
 
 

 
日
 

連
絡

担
当

者
 

□
代
表

者
 

□
設
置

事
業
者
 

□
そ
の

他
（
氏

名
：
 

 
 
 
 

 
 
 

電
話
番

号
：
 
 

 
 

 
 
 
 
）

情
報

提
供

に
 

係
る

同
意

 

補
助
金

の
交
付

を
決
定

し
た
と
き

、
上
記

連
絡
担

当
者
の
連

絡
先

等
に
つ

い
て
、

亀
岡
市

か
ら
京

都
府
亀

岡
警
察
署

に
情
報

提
供
す

る
こ
と
に

つ
い

て
 

□
同
意

す
る
 

□
同
意

し
な
い
 

注
１
 
次
の
関

係
書
類

を
添
付

し
て

提
出
し

て
く

だ
さ
い
。
 

①
 
防

犯
カ

メ
ラ
の

設
置
に
係
る

見
積
書
 

②
 
防

犯
カ

メ
ラ
の

仕
様
が
分
か

る
資
料

（
仕
様
書

、
カ
タ

ロ
グ

な
ど
）
 

③
 
防

犯
カ

メ
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の

設
置
場
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分
か
る

位
置
図
 

④
 
防

犯
カ

メ
ラ
の

設
置
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所
の

現
況
写

真
 

⑤
 
申

請
者
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規
約
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名

簿
 

⑥
 
そ

の
他

別
に
定

め
る
書
類
 

 注
２
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い

た
情

報
は

、
京
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府

亀
岡
警

察
署
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提

供
す
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場

合
が
あ
り

ま
す
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で
御

了
承

く
だ

さ
い
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（

個
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に

関
す

る
情
報

は
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く
。）

 

 注
３
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付
決

定
通
知

後
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次

の
関
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類
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速
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か
に
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出
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て
く

だ
さ
い

。
 

①
 
防

犯
カ
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る
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の
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の
同
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得

た
こ

と
を
証

す
る
書

類
 

②
 

道
路

交
通
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そ

の
他

の
法
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づ

く
許

可
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を

受
け

た
場

合
は

、
当

該
許

可
等

を
受

け
た
こ

と
を

証
す

る
書
類
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第
２
号
様
式
（

第
６
条

関
係
）

 

  
亀
岡
市
指
令

 
 
第

 
 
 

 
号
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
様
 

   
 

 
 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で
申

請
の

あ
り

ま
し

た
亀

岡
市

防
犯

カ
メ
ラ
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置
事

業
補
助

金
に

つ
い

て
は

、
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岡

市
補

助
金
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交
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規
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び
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市
防

犯
カ

メ
ラ

設
置

事
業

補
助
金

交
付
要
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に
基

づ
き

、
下

記
の
条
件
を
付

け
て
金

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

円
を
交
付
し

ま
す
。
 

  
 
 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

亀
岡
市

長
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
□印

 

  

記
 

 １
 
事
業
完
了

期
限
 

 
補
助

対
象

者
は
、

 
 
 
 
 

 
年
 

 
月
 
 

日
ま
で

に
補
助
事
業

を
完
了

し
て
く

だ
さ

い
。
 

 ２
 
完
了
報
告
 

 
補

助
対

象
者

は
、

補
助

金
に

係
る
事
業

完
了

後
、
１
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月

以
内
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は

当
該

年
度
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月

３
１

日
の
い

ず
れ

か
早

い
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で
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犯

カ
メ
ラ

設
置
事

業
完
了

報
告

書
（

別
記

第
４

号
様
式
）

を
提

出
し
て

く
だ

さ
い
。
 

    （
教
示
）
 

１
 

こ
の

決
定

に
不

服
が

あ
る

と
き

は
、

こ
の

決
定

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
０

日
以

内
に

、
亀

岡
市

長
に

対
し

て
異

議
申

立
て

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
な

お
、

こ
の

決
定

が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌
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か
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起
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６
０
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内
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あ
っ

て
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定
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翌
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起
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し
て
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す
る
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立
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す

る
こ
と
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で

き
な
く

な
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ま

す
。
 

２
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決
定

が
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と
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っ
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日
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６
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内
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市
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し
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（

訴
訟
に

お
い

て
亀
岡
市
を

代
表
す

る
者
は
、
亀
岡
市

長
と

な
り
ま

す
。）
、

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る
こ

と
が
で

き
ま
す

。
な

お
、

こ
の

決
定

が
あ
っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内
で

あ
っ
て

も
、
こ

の
決

定
の

日
の

翌
日

か
ら
起
算

し
て

１
年
を

経
過

す
る
と

処
分

の
取
消

し
の
訴
え
を

提
起
す

る
こ
と
が

で
き
な

く
な

り
ま
す

。
 

第
３
号
様
式
（

第
６
条

関
係
）

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
第

 
 
 
 
 
号

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
様
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

亀
岡
市

長
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
□印

 

  

亀
岡
市

防
犯
カ

メ
ラ
設

置
事
業

補
助

金
不

交
付
決

定
通
知
書
 

  
 

 
 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で
申

請
の

あ
り

ま
し

た
亀

岡
市

防
犯

カ
メ
ラ

設
置
事

業
補
助

金
は

、
交

付
し
な
い
こ
と

と
決
定

し
た
の

で
通

知
し
ま

す
。
 

  

記
 

 １
 
不
交
付
決

定
の
理

由
 

         （
教
示
）
 

１
 

こ
の

決
定

に
不

服
が

あ
る

と
き

は
、

こ
の

決
定

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
０

日
以

内
に

、
亀

岡
市

長
に

対
し

て
異

議
申

立
て

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
な

お
、

こ
の

決
定

が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か
ら

起
算
し

て
６
０

日
以

内
で

あ
っ

て
も

、
こ
の
決

定
の

日
の
翌

日
か

ら
起
算

し
て

１
年
を

経
過
す
る
と

異
議
申

立
て
を
す

る
こ
と

が
で

き
な
く

な
り
ま

す
。
 

２
 

こ
の
決

定
に

つ
い

て
は

、
こ

の
決
定

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
（

上
記
１
の

異
議

申
立
て

を
し

た
場

合
は

、
当

該
異

議
申

立
て

に
対

す
る
決
定

が
あ

っ
た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日
か
ら

起
算

し
て
６

箇
月

以
内
に

、
亀

岡
市
を

被
告

と
し

て
（

訴
訟
に

お
い

て
亀
岡
市
を

代
表
す

る
者
は
、
亀
岡
市

長
と

な
り
ま

す
。）
、

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る
こ

と
が
で

き
ま
す

。
な

お
、

こ
の

決
定

が
あ
っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内
で

あ
っ
て

も
、
こ

の
決

定
の

日
の

翌
日

か
ら
起
算

し
て

１
年
を

経
過

す
る
と

処
分

の
取
消

し
の
訴
え
を

提
起
す

る
こ
と
が

で
き
な

く
な

り
ま
す

。
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第８４８号平成２７年９月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
４

号
様
式

（
第
７

条
関
係
）

 

 

亀
岡
市

防
犯
カ

メ
ラ
設

置
事
業

完
了
報
告
書
 

（
宛
先

）
亀
岡

市
長
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 

 
月
 

 
日
 

申
請
者

の
住
所

又
は
所

在
地
 

〒
 
 

－
 

申
請

者
の
組

織
名
称

及
び
代
表

者
氏

名
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
㊞
 

 
電
話

番
号
（

 
 
 

 
）
 
 

 
－
 

  
亀

岡
市

防
犯

カ
メ

ラ
設

置
事

業
補

助
金

交
付

要
綱

第
７

条
の

規
定

に
よ

り
事

業
の

実
績

を
報

告
し

ま

す
。
 

交
付

決
定

日
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
年

 
 
 
月
 
 
 
日
 

交
付

決
定

額
・

台
数

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
円
（
 
 
 
 
 

 
 
台

）
 

実
績

報
告

額
・

台
数

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
円
（
 
 
 
 
 

 
 
台

）
 

設
置

完
了

時
期
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
年

 
 
 
月
 
 
 
日
 

設
置

場
所

 

〒
 

亀
岡
市
 

注
 

次
の
関

係
書
類

を
添
付
し

て
提

出
し
て

く
だ
さ

い
。
 

１
 
防
犯
カ
メ
ラ
の
設

置
に
係
る

領
収
書

（
原
本

）
 

 
（
原
本
は
、
完
了
報

告
書
の
内

容
を
確

認
後
、

返
却
し
ま
す
。
）
 

２
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置

後
の
現
況

写
真
（

カ
メ
ラ

、
録
画
装
置
及

び
表
示

板
な
ど

）
 

３
 
撮
影
さ
れ
た
画
像
 

４
 
防
犯
カ
メ
ラ
の
管

理
運
用
規

程
 

第
５
号
様
式
（

第
８
条

関
係
）

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
第

 
 
 
 

 
号

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
様
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

亀
岡
市

長
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
□印

 

   

亀
岡

市
防
犯
カ

メ
ラ
設

置
事
業

補
助

金
交
付

確
定
通

知
書
 

  
 

 
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け
で

完
了

報
告

の
あ

り
ま

し
た

亀
岡

市
防
犯
カ

メ
ラ

設
置
事

業
補

助
金

に
つ
い
て
は
、

下
記
の

と
お
り

補
助

金
の
額

を
確

定
し
ま
し
た

の
で
通

知
し
ま

す
。
 

  

記
 

  

確
定
額

 
 
金

 
 
 

 
 
 

 
 

 
円
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第８４８号平成２７年９月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「
掲
示
済
」
 

第
６
号

様
式

（
第
９

条
関
係
）

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

 （
宛
先

）
亀

岡
市
長
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
申
請

者
 

 
住

所
又

は
所

在
地
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
組

織
名

称
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
代
表
者
氏

名
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

㊞
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
電

話
番

号
 

（
 
 

 
）
 
 

 
－
 

  

亀
岡
市

防
犯

カ
メ
ラ

設
置
事
業

補
助

金
請
求

書
 

  
亀
岡

市
防

犯
カ
メ

ラ
設
置
事

業
補

助
金
交

付
要

綱
第
９
条
の

規
定
に
よ

り
、
下

記
の
金

額
を

請
求
し

ま
す

。

  

記
 

  １
 
請

求
金

額
 
 

金
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
円
 

  ２
 
振

込
先
 

金
融

機
関

名
 

 

支
店

名
 

 

預
金

種
別
 

普
 
通

 
・

 
当
 
座
 

フ
リ

ガ
ナ
 

口
座

名
義

人
 

 

口
座

番
号
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第８４８号平成２７年９月１５日発行 

 亀岡市告示第１６８号 

 

市道路線の区域変更に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のように変

更する。 

 なお、その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において平成２７年８月８日から平

成２７年８月２１日まで一般の縦覧に供する。 

 

   平成２７年８月７日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 路線番号   ０１３０６ 

２ 路 線 名   北古世西川線 

３ 道路の区域 

区         間 
変 更 
前後別 

最小幅員
延  長 備  考 

最大幅員

亀岡市追分町下島４５番１１先から 

亀岡市篠町馬堀駅前１丁目４４番３先まで 
前 

11.00ｍ
1,565.00ｍ 

 

13.70ｍ

亀岡市追分町下島４５番１１先から 

亀岡市篠町馬堀駅前１丁目４４番３先まで 
後 

11.00ｍ
1,565.00ｍ 

13.70ｍ

 

「掲示済」 
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第８４８号平成２７年９月１５日発行 

 亀岡市告示第１６９号 

 

市道路線の供用開始に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の路線を平成２７年８

月７日から供用開始する。 

 なお、その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において平成２７年８月８日から平

成２７年８月２１日まで一般の縦覧に供する。 

 

   平成２７年８月７日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 路線番号   ０１３０６ 

２ 路 線 名   北古世西川線 

３ 道路の区域 

区         間 
最小幅員

延  長 備  考 
最大幅員

亀岡市追分町下島４５番１１先から 

亀岡市篠町馬堀駅前１丁目４４番３先まで 

11.00ｍ
1,247.85ｍ 

 

13.70ｍ

 

「掲示済」 
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第８４８号平成２７年９月１５日発行 

 亀岡市告示第１７０号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市健康福祉部高齢福祉課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第１４３条の規定により告示する。 

 

   平成２７年８月１２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 送達する書類 

平成２７年度介護保険料納入通知書 

２ 送達を受けるべき者の住所・氏名 

省略 

３ この書類が受領されないときは、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

第３項の規定を準用し、告示日から起算して

７日を経過した時点で書類の送達があったも

のとみなす。 

 

「掲示済」 
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第８４８号平成２７年９月１５日発行 

 亀岡市告示第１７１号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２７年８月１３日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住     所 氏  名 

1 
督促状 平成27年度第1期分 
市府民税 

省略 省略 

2 
督促状 平成27年度第1期分 
市府民税 省略 省略 

3 
督促状 平成27年度第1期分 
市府民税 

省略 省略 

4 
督促状 平成27年度第1期分 
市府民税 省略 省略 

5 
督促状 平成27年度第1期分 
市府民税 

省略 省略 

6 
督促状 平成27年度第1期分 
固定資産税・都市計画税 省略 省略 

7 
督促状 平成27年度第1期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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第８４８号平成２７年９月１５日発行 

 亀岡市告示第１７２号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

６３条第１項の規定により、都市計画事業の事

業計画の変更を次のとおり認可したので、同法

第６３条第２項において準用する同法第６２条

第１項の規定により告示する。 

 

   平成２７年８月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 施行者の名称 

亀岡市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 

南丹都市計画下水道事業 

（２）名称 

亀岡市公共下水道 

３ 事業施行期間 

昭和４９年１２月２４日から 

平成３３年３月３１日まで 

４ 事業地 

（１）収用の部分 

変更なし 

（２）使用の部分 

昭和４９年京都府告示第７５８号、昭和

５５年京都府告示第２３９号、昭和５６年

京都府告示第６３７号、昭和５８年京都府

告示第４３９号、昭和６１年京都府告示第

４２０号、昭和６２年京都府告示第２９１

号、平成元年京都府告示第４１６号、平成

５年京都府告示第５２号、平成８年京都府

告示第７２６号、平成１３年京都府告示第

２０３号、平成１７年京都府告示第５８１

号及び平成２４年亀岡市告示第２４号の事

業地に亀岡市保津町鐘鋳島、正人渕、針ノ

木新田、荒打、上中島、下中島を追加し、

追分町一本木において事業地を変更する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１７３号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２７年８月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀１２５１－１５０３４ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２７年８月１７日 

 

「掲示済」 
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第８４８号平成２７年９月１５日発行 

 亀岡市告示第１７４号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２７年８月２０日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１２６－１２０９７ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２７年８月２０日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１７５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

１０１条の規定に基づき、平成２７年９月７日

亀岡市議会定例会を亀岡市議場に招集する。 

 

   平成２７年８月３１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第１７６号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２７年８月３１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀１４０３－２１０２０ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年１２月２日 

３ 無効になる日 

平成２７年８月３１日 

 

「掲示済」 
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第８４８号平成２７年９月１５日発行 

 

公 告 
 

 亀岡市公告第３０号 

 

 南丹都市計画事業大井町南部土地区画整理事業の事業計画（変更）を土地区画整理法（昭和２９

年法律第１１９号）第３９条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により公衆の縦覧

に供するので、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第３条の規定により下記の事項

を公告する。 

 なお、当該事業計画（都市計画において定められた事項を除く。）に意見のある利害関係者は、

平成２７年９月４日までに亀岡市長に意見書を提出することができる。 

 

   平成２７年８月７日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

１ 事業の名称 

南丹都市計画事業大井町南部土地区画整理事業 

２ 施行者の名称 

亀岡市大井町南部土地区画整理組合 

３ 施行地区の区域 

区   域 付記 区   域 付記 

大井町  並河堂又 全部 大井町  並河二丁目 一部 

 〃   並河前脇 一部  〃   並河三丁目 一部 

 〃   並河熊田 一部  〃   南金岐重見 一部 

 〃   並河亀ケ渕 一部  〃   南金岐好実根 一部 

 〃   並河深町 一部 薭田野町 太田古実根 一部 

 〃   並河観並 一部  〃   太田草田 一部 

４ 縦覧期間 

平成２７年８月７日から平成２７年８月２１日まで 

５ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

６ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市整備課 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第３１号 

 

 一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

 

   平成２７年８月１０日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

一般競争入札

事項 

亀岡市公有地の売却 

 売却する物件：亀岡市東つつじケ丘都台二丁目２３番７７ 

        宅地  ５，５０４．８８㎡ 

入札参加資格 

日本国内に居住している人。ただし、次のア～ウに該当する方は参加できない。

ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する人 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し、３年を経

過しない人及びその人を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として

使用する人 

ウ 亀岡市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団並びに同条第４号に規

定する暴力団員等並びにこれらの人の依頼を受けて市有地等の売買契約をしよ

うとする人 

参加申込み この入札に参加を希望する場合は、事前の申込みを必要とする。 

入札場所 亀岡市役所 ４階 入札室 

入札日時 

平成２７年１０月２７日（火曜日） 

入札：午前１０時００分から 

   午前１０時５０分まで 

開札：午前１１時００分から 

参加申込受付

場所及び期間 

参加申込みは、下記の期間内に亀岡市役所１階会計課にて受付ける。 

平成２７年 ９ 月２４日（木曜日）から 

平成２７年１０月１５日（木曜日）まで 

受付時間は、午前９時から午後５時まで（正午～午後１時を除く。） 

参加申込用紙

等の配布期間 

参加申込用紙等は、「亀岡市公有地の売却について（元市営住宅つつじケ丘団地

跡地）」として、平成２７年８月１０日（月曜日）から亀岡市ホームページにて

配布する。 

入手できない人は会計課に問い合わせること。 

最低売却価格

の有無 

最低売却価格を設定する。 

最低売却価格 ２５３，２００，０００円 

土地の利用 

入札する物件は、次の土地利用条件が付される。 

ア 周辺環境と調和した、良好な住宅団地の開発を、購入者自らが事業主として

行うこと。 

 なお、購入者自らが一切事業に着手することなく、第三者に譲渡することは

固く禁ずる。 

イ 給水設備について、外周道路には殆ど配水管が敷設されており市営住宅とし
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て給水を受けていたが、新たに給水を受ける場合には一部配水管の敷設及び給

水管の設置が必要となり、負担金・加入金・工事費等についてお客様サービス

課及び水道課と協議を行うこと。 

ウ 下水道設備について、外周道路には殆ど下水管が敷設されているが公共下水

道未供用開始区域であり、新たに公共下水に接続する場合には一部下水管の敷

設及び公共汚水桝の設置が必要となり、負担金・工事費等について下水道課と

協議を行うこと。 

エ ＬＰガスの供給について、今日までに集中配管によるＬＰガスの供給を受け

たことがなく、新たにＬＰガスの供給を受けるためにはＬＰガスの供給元であ

る丸亀ガス株式会社と協議を行うこと。 

土地の用途制

限 

入札する物件は、売買契約書において次の用途制限が付される。 

ア 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所の用途に供しないこと。 

イ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第４項から第１１項に規

定する風俗関連営業の用途に供しないこと。 

無効な入札 

次の入札は無効とする。 

ア 入札参加資格のない者がした入札 

イ 指定の時刻までに提出しなかった入札 

ウ 所定の入札書によらない入札 

エ 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札 

オ 入札者又はその代理人が同一の入札について、２枚以上の入札をした場合の

その全部の入札 

カ 入札者及びその代理人がそれぞれ入札した場合のその全部の入札 

キ 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が識別できない入札 

ク 入札金額を訂正した入札 

ケ 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札 

コ 指定の日時までに事前申込をしなかった者がした入札 

落札者の決定

方法 

最低売却価格以上の額の入札の内、最高額で入札した者を落札者とする。 

同額の入札をした者が二人以上あるときは「くじ」による。 

入札保証金 

契約保証金 

入札保証金（金融機関が振り出した保証小切手）は、入札額の５％以上 

契約保証金は、契約金額の１０％以上 

その他 
入札に関する注意事項、契約に関する注意事項、物件情報等は「亀岡市公有地の

売却について（元市営住宅つつじケ丘団地跡地）」で確認すること。 

問合せ先 

申し込み先 

亀岡市会計管理室 会計課 

０７７１－２２－３１３１（代表） 
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任免及び辞令 
 

             関   将 弘 

亀岡市防災会議委員に委嘱します 

   平成２７年８月１日 

 

             和 田   衛 

亀岡市男女共同参画審議会委員の委嘱を解きま

す 

             塩 見 亮 輔 

亀岡市男女共同参画審議会委員に委嘱します 

任期は平成２８年９月２日までとします 

   平成２７年８月２６日 

 

             岡 﨑 祐 司 

             三 宅 基 子 

             青 木 好 子 

             小 寺 邦 明 

             松 井 やす子 

             栗 林 幸 子 

             隅 田 盛 和 

（各 通）        八 木 辰 夫 

             森   良 之 

             戸 田 百合恵 

             濵 中 一 美 

             河 井 隆 志 

             江 口 昌 道 

             益 田 也寸子 

             山 崎 正 則 

亀岡市地域福祉計画策定委員会委員に委嘱しま

す 

任期は平成２８年３月３１日までとします 

   平成２７年８月２８日 

選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５９号 

 

 平成２７年９月２日定時登録において選挙人

名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を

記載した書面を縦覧に供する場所を次のように

定める。 

 

   平成２７年８月２８日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１ 縦覧の場所  亀岡市安町野々神８番地 

         亀岡市役所 

         選挙管理委員会事務局 

 

２ 縦覧の期間  平成２７年９月３日から 

         同月７日 
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上下水道部欄 
 

公 告 
 

 亀岡市上下水道部公告第３号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

６３条第２項において準用する同法第６２条第

１項の規定による南丹都市計画下水道事業の変

更認可の告示（平成２４年亀岡市告示第２４

号）があったので、同法第６６条の規定により

事業の施行について、次のとおり公告する。 

 なお、同法第６７条の規定により、公告の日

の翌日から起算して１０日を経過した後に事業

地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者

は、当該土地建物等、その予定対価の額及び当

該建物等を譲り渡そうとする相手方その他同法

施行規則第５５条で定める事項を書面で施行者

に届け出なければならない。 

 

   平成２７年８月２７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 施行者の名称 

   亀岡市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

 ⑴ 種類 

    南丹都市計画下水道事業 

 ⑵ 名称 

    亀岡市公共下水道 

３ 事務所の所在地 

   亀岡市北古世町１丁目２番５号 

   亀岡市上下水道部下水道課 

４ 事業施行期間 

   昭和４９年１２月２４日から 

   平成３３年３月３１日まで 

５ 事業地 

 ⑴ 収用の部分 

    変更なし 

 ⑵ 使用の部分 

昭和４９年京都府告示第７５８号、昭和 

５５年京都府告示第２３９号、昭和５６年

京都府告示第６３７号、昭和５８年京都府

告示第４３９号、昭和６１年京都府告示第

４２０号、昭和６２年京都府告示第２９１

号、平成元年京都府告示第４１６号、平成

５年京都府告示第５２号、平成８年京都府

告示第７２６号、平成１３年京都府告示第

２０３号、平成１７年京都府告示第５８１

号及び平成２４年亀岡市告示第２４号の事

業地に亀岡市保津町鐘鋳島、正人渕、針ノ

木新田、荒打、上中島、下中島を追加し、

追分町一本木において事業地を変更する。 
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 亀岡市上下水道部公告第４号 

 

 亀岡市から南丹都市計画下水道事業の変更認

可に係る図書の写しの送付を受けたので、都市

計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条

第２項において準用する同法第６２条第２項の

規定により、関係図書を縦覧に供する。 

 

   平成２７年８月２７日 

 

          亀岡市長 栗山正 

 

１ 施行者の名称 

   亀岡市 
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２ 都市計画事業の種類及び名称 

 ⑴ 種類 

    南丹都市計画下水道事業 

 ⑵ 名称 

    亀岡市公共下水道 

３ 縦覧場所 

   亀岡市北古世町１丁目２番５号 

   亀岡市上下水道部下水道課 
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